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育条件の整備に関する請願
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令和６年12月定例会



政－１ 

 

受理番号 第 ９５の２ 号 受理年月日 令和６年１２月 ４日 付託委員会 政策環境建設常任委員会 

請 願 者 

 

 

 

紹 介 議 員 

浜 田 良 之   森   𠮷 治 

光 永 敦 彦   成 宮 真理子 

田 中 富士子   島 田 敬 子 

迫   祐 仁   水 谷   修 

馬 場 紘 平 

件  名 
30人以下学級の実現、教育の無償化を！2024年度すべての子どもたちが安心して学べる学校づくりと教育条件の整備

に関する請願 

要  旨  

不登校の児童生徒が 299,048 人（2022 年度文科省調査）と発表されており、一人ひとりの子どもに丁寧に寄り添うことができる

学校づくりが求められている。深刻になる一方の教員不足、教職員の長時間労働を改善させるためにも、１学級の上限の少人数化、

持ち授業時間数軽減の必要性が高まっている。2020年 12月に京都府議会で全会一致で採択された意見書のとおり、国にさらに強く

30人以下学級実施を要望するとともに、京都府独自に教員を増やして、少人数学級化を国より一歩でも前進させるべきである。 

急激な物価高騰に多くの子育て世帯が苦しむ中で､2023年度に学校給食費を何らかの形で無償化しているのは全国で 722自治体。

このうち「小中学校ともに全員が対象」は 547自治体で、2017年度の 76自治体から約７倍に増えた。青森県は全県一律の無償化を

予算化した。京都府内でもすべての市町村が無償化に踏み出すことができるよう、京都府からの財政支援が必要である。高校生のタ

ブレット端末など学習に必要なものは、保護者負担によらず、行政が責任を持って準備すべきである。どの子もお金の心配なく進学

できるよう、奨学金制度の改善とともに、公私問わずすべての高校生の授業料を無償にできるよう、府としての財政措置が求められ

る。 

より快適な校舎の整備が急がれる。とりわけ特別教室や体育館へのエアコン設置、トイレの改修･洋式化を強く求める声が大きく

なっている。 
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ついては、すべての子どもが安心して学ぶことができ、行き届いた教育を受けることができる学校をつくるため、次の事項につい

て請願する。 

 

１ 保護者の経済的困難を軽減し、教育の無償化を進めるために、次の事項を行うこと。 

① すべての高校生の授業料無償化に向けて財政措置を講じること。当面、公立・私学とも高校授業料の保護者負担をいっそう軽

減するとともに、必要とするすべての高校生･大学生が、給付制の奨学金を受けられるようにすること。 
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受理番号 第  ９６  号 受理年月日 令和６年１２月 ５日 付託委員会 政策環境建設常任委員会 

請 願 者 

 

 

 

紹 介 議 員 
片 山 誠 治 

（12月 10日紹介取消し） 

件  名 北陸新幹線整備に関する請願 

要  旨  

整備新幹線の建設は、国内の地域間交流圏を著しく拡大させ、沿線地域の産業、経済の発展等の地域活性化に大きく寄与するだけ

でなく、我が国の経済全体の活性化や国土の均衡ある発展を図る国家プロジェクトである。その中でも北陸新幹線は、大規模災害時

においては東海道新幹線の代替補完機能を有するとともに、日本海側国土軸の形成に必要不可欠なものである。 

敦賀・大阪間のルートについては、小浜・舞鶴・京都ルート、小浜・京都ルート、米原ルートの３案が検討され、平成 29 年３月

に与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにおいて小浜・京都ルートに決定された。 

しかし、本年８月に開かれた与党北陸新幹線敦賀・新大阪間整備委員会で、京都駅に関する３つのルート案が示され、概算事業費

が当初試算から２倍以上に膨らみ最大 5.3兆円になり、工期も 15年から最長 28年に伸びることが国土交通省から報告され、当初の

着工に係る前提条件に大幅な変更が生じた。 

そのような中、府民からは、京都市の地下水や建設発生土の運搬に伴う生活環境への影響のほか、中北部地域では、京都丹波高原

国定公園の自然環境、芦生の森などの水源地などへの影響、南部地域では、車両基地の建設、明かり区間の用地買収などによる生活

や農産業への影響について懸念の声が高まってきている。 

また、現行ルートは小浜から京都駅に直通する計画とされており、京都府の中北部地域などにおいては、新幹線整備による受益は

ほとんどなく、増大する費用負担に対する不満の声も日々大きくなってきている。 



政－２ 

 

このように、ルート案が提示され、概算事業費などの前提条件に大幅な変更が生じたことや京都府の負担額が受益に見合ったもの

とならないと見込まれることなどから、府民が納得できるルートをしっかりと議論し、ルートの見直しも含め京都府として最適なル

ートを選定する必要がある。 

 

ついては、西脇隆俊京都府知事には、北陸新幹線の整備効果を府域全域に波及し、府民の理解が得られるルートとなるよう、次に

掲げる事項について請願する。 

  

１ 京都府及び関係市町村に対し、整備計画について丁寧な説明を速やかに行うよう国に求めること。 

２ 京都丹波高原国定公園の自然環境、京都の地下水や由良川などの水源地、建設発生土の運搬・処分による生活環境への影響など

について、京都府として十分な検証を行ったうえで、環境影響評価手続きを進めること。 

３ 府北部地域をはじめ、府域全域に整備効果を波及させられるようルートの再考を国に強く求めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



令和６年12月定例会

受理番号 受理年月日 件　　　　　　　　　　名

257の2 R6.11.14 指定管理者及び開発道路の疑義解明を求めることに関する陳情

政策環境建設常任委員会　送付陳情一覧表
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 陳情又は要望に関する文書表  

受理番号 第 ２５７の２ 号 受理年月日 令和６年１１月１４日 送付委員会 政策環境建設常任委員会 

陳 情 者 

 

 

 

 

 

件  名 指定管理者及び開発道路の疑義解明を求めることに関する陳情 

要  旨  

 
1 指定管理者及び開発道路の関係法令について、次のものがある。 

行政事件訴訟法第11条（被告適格等） 

処分又は裁決をした行政庁（処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。

以下同じ。）が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める

者を被告として提起しなければならない。 

一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体 

二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体 

 ２ 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければな

らない。 

行政手続条例第７条（申請に対する審査、応答） 

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不

備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例

等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者（以下「申請者」という。）に対し相当

の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 

地方自治法第４条 
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地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 

 ２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署と

の関係等について適当な考慮を払わなければならない。 

 ３ 第１項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意が

なければならない。 

地方自治法第153条 

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させること

ができる。 

 ２ 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。 

地方自治法第154条の２ 

普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消

し、又は停止することができる。 

地方自治法第155条 

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁（道にあつ

ては支庁出張所を含む。以下これに同じ。）及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。 

 ２ 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 

 ３ 第４条第２項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。 

地方自治法第156条 

普通地方公共団体の長は、前条第１項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の

行政機関を設けるものとする。 

 ２ 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 

 ３ 第４条第２項の規定は、第１項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。 

地方自治法第244条の４（公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求） 

普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普

通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 

労働基準法第107条（労働者名簿） 

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者（日日雇い入れられる者を除く。）について調製し、労働者の氏名、生年月日、

履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 
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 ２ 前項の規定により記人すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。 

労働基準法第108条（賃金台帳） 

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金

支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 

労働基準法第109条（記録の保存） 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を５年間保存しなけれ

ばならない。 

地方財政法第３条（予算の編成） 

地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければなら

ない。 

 ２ 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを

予算に計上しなければならない。 

国家賠償法第１条 

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたと

きは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 

 ２ 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 

国家賠償法第２条 

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠

償する責に任ずる。 

 ２ 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有す

る。 

刑法第７条（定義） 

この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 

 ２ この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 

羽村市農産物直売所条例第６条（使用の承認） 

直売所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

羽村市農産物直売所条例第25条（準用規定） 

第４条から第７条まで、第９条及び第22条第２項の規定は､第11条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。
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この場合において、第４条及び第５条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認める

ときは、市長の承認を得て」と、第６条、第７条及び第９条第１項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第９条第２項中「市」

とあるのは「市及び指定管理者」と、第22条第２項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

 

陳情の理由は以下のとおりである 

 １ 指定管理者制度に関する疑義がある。 

 ２ 開発道路に関する疑義がある。 

 

開発道路問題について、関係法における「道路」の定義は以下のとおりである。 

都市計画法第４条（定義）の第14項では「この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する

施設をいう。」とされる。 

道路法第３条（道路の種類）の第４号では「市町村道」とされるが、第４条（私権の制限）の「道路を構成する敷地、支壁その他

の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げな

い。」とされる。 

建築基準法第42条（道路の定義） 

この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員４メートル（特定行政庁がその地方の気候若しくは風土

の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、６メートル。次項及び

第３項において同じ。）以上のもの（地下におけるものを除く。）をいう。 

  一 道路法（昭和27年法律第180号）による道路 

  二 都市計画法、土地区画整理法（昭和29年法律第119号）、旧住宅地造成事業に関する法律（昭和39年法律第160号）、都市再開

発法（昭和44年法律第38号）、新都市基盤整備法（昭和47年法律第86号）、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関

する特別措置法（昭和50年法律第67号）又は密集市街地整備法（第６章に限る。以下この項において同じ。）による道路 

  三 （略） 

  四 道路法、都市計画法、上地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促

進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、２年以内にその事業が執行される

予定のものとして特定行政庁が指定したもの 

 ４ 第１項の区域内の幅員６メートル未満の道（第１号又は第２号に該当する道にあつては、幅員４メートル以上のものに限る。）

で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。 
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  一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道 

国家賠償法第２条では「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は

公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」とされる。 

刑法第124条（往来妨害及び同致死傷）では「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、２年以下の

懲役又は20万円以下の罰金に処する。 

 ２ 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 

第128条（未遂罪）では「第124条第１項、第125条並びに第126条第１項及び第２項の罪の未遂は、罰する。」と規定されている。こ

れに関連しては、刑事訴訟法第239条第２項では「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を

しなければならない。」と規定されている。 

道路管理課のある担当者は、「我々は、道路法に基づいて仕事をやってます。」と言う。「都市計画法の開発道路で『行き止まり道路』

については、管理してますか。」と聞くと「道路法の道路ではないから、管理してません。都市計画法の開発道路のことは、都市計画

課の方で聞いてください。」と言い、縦割りの弊害が顕現し、関係法の整理（一般法・特別法）がされていないということは、首長の

認識もゴチャマゼ状態だということである。 

都市計画法第40条（公共施設の用に供する土地の帰属）は、公共施設に含まれる道路の権利について「自ら管理」を認めており、

道路法も４条４号では「但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」として、道路の土地につ

いては、競合していない。 

道路課の「市町村が管理する道路は、全て公道であって、それ以外は私道である」という固定観念から、申請に基づく道路認定以

外に公道はないかの如くが、管理を拒否する理由である。 

違法の疑義解明のためには、これらの「道路」関係の法律についての整理が求められる。 

理由を追加する。① 参照ブログ「オンブズ大統領」241027 指定管理者制度は地方自治法を「逆走」中…オンブズ大統領（立憲

共和党代表    ＝通称・大統領） 

指定管理者制度は、地方自治法を「逆走」している感がある。基本法条項を無視して、潜脱的解釈をして特別法を偽装し、暴走し

ている。 

本来、地方自治法第244条の「公の施設」は、「不採算事業」である。 

これを2003年の地方自治法改正による指定管理者制度の導入で、「インセンティブ」、「民間事業者のノウハウ活用」などと喧伝し

て、「法人その他の団体」として営利企業参入を可能とする「採算事業化」の橋頭保とされたのが地方自治法第244条の２第３項であ

る。 

この条文の「（以下本条及び第244条の４において「指定管理者」という。）」が地方自治法第244条の２第４項との関係で「同名異格」
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という「逆走の事件現場」である。 

前代未聞、立法政策上、議会史上、知る限り、ありえない景色である。 

地方自治法第244条の２第３項の「普通地方公共団体が指定するもの」としての「法人その他の団体」の法的地位は「私」であり、

地方自治法第244条の４の「普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）」の法的地位は「公」であり、両者は同名異格で

あるから、当該両者の「私」から「公」への法的地位の変動には、地方自治法第153条第２項で「その管理に属する行政庁に委任」す

るためには、当該公の施設の行政庁設置条例制定が必要である。 

「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる」（地方自治法153条

２項）ためには、「福祉事務所の設置」の例と同様に、「その管理に属する行政庁」の設置条例が議会で制定されるべき立法案件であ

り、「機関」の組織規定及び「委任」規定の設置は首長の権限であり、公の施設の機関の職員の人事権の行使としての任命も、法定要

件であるが、これが欠けている。 

現状は、地方自治法第244条の２第３項を潜脱的解釈で制定した欠陥条例で「逆走」暴走して「私」から「公」に転倒詐称し、公の

施設の処分庁設置条例が制定されていないにもかかわらず、「我こそは、指定者の管理に属さない処分庁なり」（公の施設利用承認書・

教示事項）旨の趣旨を述べて、行政事件訴訟法第11条の被告適格について、指定管理者が同条第２項の「処分取消訴訟の被告である」

旨を詐称している。 

指定管理者の軽犯罪法違反 

行政事件訴訟法11条第２項の被告適格者は、「公職名」であり、その職にない者がこれを公然と使用すれば、軽犯罪法第１条第15号

違反である。 

軽犯罪法第１条 

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 

15 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がな

いのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 

行政庁の首長に指定されて協定締結権を付与され、契約である「協定書」締結後に、場合によってはその指定管理者の法的地位を

取り消される、すなわち「生殺与奪の権を首長に握られている」にもかかわらず、「その管理に属さない行政庁である」と詐称してい

る。けだし、指定管理者を行政庁とする組織法上の規定がないから「その管理に属さない行政庁」でもない。 

普通地方公共団体の議会において、公の施設の行政庁設置条例を定めておらず、当該行政庁の事務所の位置も条例で定めておらず、

行政手続条例第７条の「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」という規

定の「事務所の位置」が不明であるから、同規定により保障されるべき「期限の利益」が侵害され「社会的危険」を生じさせており、

議会には、不作為の違法がある。 
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地方自治法第156条 

普通地方公共団体の長は、前条第１項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の

行政機関を設けるものとする。 

 ２ 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 

 ３ 第４条第２項の規定は、第１項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。 

地方自治法第４条 

地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 

 ２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署と

の関係等について適当な考慮を払わなければならない。 

地方自治法第14条 

 ２ 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければ

ならない。 

公の施設に係る「行政庁の事務所設置条例制定懈怠」が顕著であり、この不作為は、コンプライアンス（遵法）義務に反し、基本

法に反する故意性もあるから、議会における不作為の違法である。 

前掲の千葉地裁判決（平成16年４月２日）を見ても、「権限の委任の法理について行政法上明文の規定は存在せず」としているが、

地方自治法第153条に「権限の委任の法理」の明文規定があり、関係条項として前述の、地方自治法156条及び地方自治法４条14項等

が「聖域なき構造改革」の名の下に、基本条項が「ある」にもかかわらず、これを黙殺して逆走するという暴挙が行われている。 

国家賠償法に関する判例で、指定管理者の事例ではないが、県から委託を受けた民間養護施設の被用者である職員を「公務員」と

認めたものとして「暁学園事件」がある。 

「被告愛知県から委託された暁学園の施設長の行う養育監護行為は国家賠償法上の公権力の行使に該当すると解されるのであるか

ら、施設長は、国家賠償法１条１項の公務員に該当する。」 

指定管理者の被告適格問題としての行政事件訴訟法11条第２項（行政庁の管理に属さない行政庁） 

行政事件訴訟法 

241027 指定管理者制度は地方自治法を「逆走」中…オンブズ大統領（立憲共和党代表    ＝通称・大統領） 

指定管理者制度は、地方自治法を「逆走」している感がある。基本法条項を無視して、潜脱的解釈をして特別法を偽装し、暴走し

ている。 

本来、地方自治法第244条の「公の施設」は、「不採算事業」である。 

これを2003年の地方自治法改正による指定管理者制度の導入で、「インセンティブ」、「民間事業者のノウハウ活用」などと喧伝し



政－１ 

て、「法人その他の団体」として営利企業参入を可能とする「採算事業化」の橋頭保とされたのが地方自治法第244条の２第３項であ

る。 

この条文の「（以下本条及び第244条の４において「指定管理者」という。）」が地方自治法第244条の２第４項との関係で「同名異格」

という「逆走の事件現場」である。 

前代未聞、立法政策上、議会史上、知る限り、ありえない景色である。 

地方自治法第244条の２第３項の「普通地方公共団体が指定するもの」としての「法人その他の団体」の法的地位は「私」であり、

方自治法第244条の４の「普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）」の法的地位は「公」であり、両者は同名異格であ

るから、当該両者の「私」から「公」への法的地位の変動には、地方自治法第153条第２項で「その管理に属する行政庁に委任」する

ためには、当該公の施設の行政庁設置条例制定が必要である。 

「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる」（地方自治法153条

２項）ためには、「福祉事務所の設置」の例と同様に、「その管理に属する行政庁」の設置条例が議会で制定されるべき立法案件であ

り、「機関」の組織規定及び「委任」規定の設置は首長の権限であり、公の施設の機関の職員の人事権の行使としての任命も、法定要

件であるが、これが欠けている。 

現状は、地方自治法第244条の２第３項を潜脱的解釈で制定した欠陥条例で「逆走」暴走して「私」から「公」に転倒詐称し、公の

施設の処分庁設置条例が制定されていないにもかかわらず、「我こそは、指定者の管理に属さない処分庁なり」（公の施設利用承認書･

教示事項）旨の趣旨を述べて、行政事件訴訟法第11条の被告適格について、指定管理者が同条第２項の「処分取消訴訟の被告である」

旨を詐称している。 

指定管理者の軽犯罪法違反 

行政事件訴訟法11条第２項の被告適格者は、「公職名」であり、その職にない者がこれを公然と使用すれば、軽犯罪法第１条第15号

違反である。 

軽犯罪法第１条 

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 

15 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がな

いのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 

行政庁の首長に指定されて協定締結権を付与され、契約である「協定書」締結後に、場合によってはその指定管理者の法的地位を

取り消される、すなわち「生殺与奪の権を首長に握られている」にもかかわらず、「その管理に属さない行政庁である」と詐称してい

る。けだし、指定管理者を行政庁とする組織法上の規定がないから「その管理に属さない行政庁」でもない。 

普通地方公共団体の議会において、公の施設の行政庁設置条例を定めておらず、当該行政庁の事務所の位置も条例で定めておらず、
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行政手続条例第７条の「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」という規

定の「事務所の位置」が不明であるから、同規定により保障されるべき「期限の利益」が侵害され「社会的危険」を生じさせており、

議会には、不作為の違法がある。 

地方自治法第156条 

普通地方公共団体の長は、前条第１項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の

行政機関を設けるものとする。 

 ２ 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 

 ３ 第４条第２項の規定は、第１項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。 

地方自治法第４条 

地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 

 ２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署と

の関係等について適当な考慮を払わなければならない。 

地方自治法第14条 

 ２ 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければ

ならない。 

公の施設に係る「行政庁の事務所設置条例制定懈怠」が顕著であり、この不作為は、コンプライアンス（遵法）義務に反し、基本

法に反する故意性もあるから、議会における不作為の違法である。 

前掲の千葉地裁判決（平成16年４月２日）を見ても、「権限の委任の法理について行政法上明文の規定は存在せず」としているが、

地方自治法第153条に「権限の委任の法理」の明文規定があり、関係条項として前述の、地方自治法156条及び地方自治法４条14項等

が「聖域なき構造改革」の名の下に、基本条項が「ある」にもかかわらず、これを黙殺して逆走するという暴挙が行われている。 

国家賠償法に関する判例で、指定管理者の事例ではないが、県から委託を受けた民間養護施設の被用者である職員を「公務員」と

認めたものとして「暁学園事件」がある。 

「被告愛知県から委託された暁学園の施設長の行う養育監護行為は国家賠償法上の公権力の行使に該当すると解されるのである

から、施設長は、国家賠償法１条１項の公務員に該当する。」 

指定管理者の被告適格問題としての、行政事件訴訟法第11条の「第１項（行政庁の管理に属する行政庁）」、「第２項（行政庁の管理

に属しない行政庁） 

行政事件訴訟法第11条第２項 

 ２ 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければな
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らない。 

地方自治法第244条の４の「普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）」との関係で、指定管理者という組織を当該「機

関」としての「行政庁」がした「処分」について、事情判決的に容認した判例としては、日比谷公園大音楽堂使用承認取消の効力停

止を求めた訴訟事件がある。この際、請求「相手方」の指定管理者が、結果的に行政事件訴訟法11条第２項の被告適格者とされて、

裁判所も全く無関心である。 

指定管理者は、地方自治法第244条の２第３項により、法人その他の団体から、議会の議決を経て、首長の指定により生じ、首長の

指定取り消しにより滅する、「生殺与奪の権は首長が握っている」すなわち、指定管理者は首長の管理に属しており、指定管理者が適

法に成立しているならば、仮に違法であっても、事情判決的に被告適格者は、行政事件訴訟法第11条第１項の、指定管理者を指定し

た首長が属する行政庁である。 

 理由を追加する。② 参照ブログ「オンブズ大統領」241020 都市計画法の道路を市が管理しない違法の疑義…オンブズ大統領（立

憲共和党代表    ＝通称・大統領） 

「開発道路」について、担当係長が「我々は、道路法に基づいて仕事をしている。開発道路については、うちの担当ではないので

都市計画課の方で聞いてください。」と言い、都市計画課に行けば「うちは、都市計画法に基づいて仕事をしているので、道路のこと

は道路課で聞いてください。」と言う。典型的なセクショナリズム、縦割り行政の顕現である。 

道路に関係する法律についても、道路法、都市計画法、建築基準法、国家賠償法、地方税法等があり煩雑で、一般法・特別法の関

係が整理されていない。 

道路法における「道路」の定義 

第２条（用語の定義） 

この法律において「道路」とは（略）当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 

第３条（道路の種類） 

道路の種類は、左に掲げるものとする。 

  ４ 市町村道 

第４条（私権の制限） 

道路を構成する敷地、支壁その他の物件については､私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定

し、若しくは移転することを妨げない。 

都市計画法における「道路」の定義 

第４条（定義） 

14 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 
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第32条（公共施設の管理者の同意等） 

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなら

ない。 

２ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理するこ

ととなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 

第39条（開発行為等により設置された公共施設の管理） 

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第３項の公

告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあると

き、又は第32条第２項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。 

第40条（公共施設の用に供する土地の帰属） 

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる

場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第36条第３項の公告の日の翌日

において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、

その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。 

建築基準法における「道路」の定義 

第42条（道路の定義） 

この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員４メートル（特定行政庁がその地方の気候若しくは風

土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、６メートル。次項

及び第３項において同じ。）以上のもの（地下におけるものを除く。）をいう。 

  一 道路法（昭和27年法律第180号）による道路 

  二 都市計画法、土地区画整理法（昭和29年法律第119号）、旧住宅地造成事業に関する法律（昭和39年法律第160号）、都市再開

発法（昭和44年法律第38号）、新都市基盤整備法（昭和47年法律第86号）、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に

関する特別措置法（昭和50年法律第67号）又は密集市街地整備法（第６章に限る。以下この項において同じ。）による道路 

国家賠償法における「道路」の定義 

第２条 道路､河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、こ 

れを賠償する責に任ずる。 

地方税法における「道路」の定義 第348条２項５号（固定資産税の「私道」非課税） 

第348条 
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２ 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に

掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。 

 五 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地 

本制度で非課税となる対象（東京都主税局） 

 ２ 以下の要件を満たす私道（家屋建築時に敷地面積に算入されているものを除く） 

  １）利用上の制約を設けず不特定多数の人の利用に供されていること 

  ２）客観的に道路として認定できる形態を有すること 

  ３）以下のいずれかに該当すること 

・「通り抜け私道」の場合（道路の起点がそれぞれ別の公道に接する道路） 

道路全体を通して幅員が1.8ｍ程度以上あること 

・「行き止まり私道」、「コの字型私道」の場合 

２以上の家屋の用に供され、専ら通行のために使用されており、道路幅員が4.0m以上あること 

（従前から存在していた道路の場合は1.8ｍ以上あること） 

不動産登記法における「公衆道路」の定義 

不動産登記事務取扱手続準則第68条21号 

第68条（地目） 

次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には、土地の現況及び利用目的に重点を

置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。 

二十一 公衆用道路一般交通の用に供する道路（道路法（昭和27年法律第180号）による道路であるかどうかを問わない。） 

以上のとおり、都市計画法第39条で「その公共施設は、第36条第３項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の

管理に属するものとする。」という規定があり、同法４条14項で「この法律において『公共施設』とは、道路、公園その他政令で定め

る公共の用に供する施設をいう。」と規定されながら、道路課では「都市計画法第39条後段の『協議』により、『事業主が管理する』

旨の『別段の定め』があり、行き止まり道路は、道路法の道路ではないから、うちには管理責任はなく、管理していない。」等として

「市町村の管理責任はない。」としているところがほとんどである。 

しかし、市町村には国家賠償法第２条の「道路」規定も適用されるから、都市計画法第39条の「別段の定め」は免罪符と地方自治

法及び開発道路の逆走は是正が求められる。 

 

ついては、次のことについて明らかにするよう陳情する。 



政－１ 

１ 指定管理者が管理する各「公の施設」に付随する、行政手続条例第７条の「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞

なく当該申請の審査を開始しなければならず」の「期限の利益」の保障となる「事務所」の位置が、条例で定められているか。 

２ 当該指定管理者が管理する各「公の施設を利用する権利に関する処分」について、「指定」処分者である行政庁の「管理に属しな

い行政庁」である指定管理者がした当該「処分」を「取り消し、又は停止することができる」か。 

３ 当該指定管理者は、協定書により、数年間の有期的存在であり、期間満了をもってその指定管理者は消滅するから当該「管理に

属しない行政庁」も消滅するか。 

４ 協定書は、それにより指定管理者は「受託業務」を履行し、委託行政庁は対価としての「委託料」を支払うという、両者の共同

行為によって成立する「双務契約」であるか。 

５ 委託行政庁は対価としての「委託料」を支払わないという、両者の共同行為によって成立する協定書は「片務契約」であるか。 

６ 指定管理者における、労働基準法第107条（労働者名簿）、同法第108条（賃金台帳）、同法第109条（記録の保存）の規定に基づく、

「各事業場ごとに」法定帳簿を調整・保存する義務者である「使用者」名は、何か。 

７ 指定管理者は、労働基準法が規定する法定帳簿を「事業場ごとに」調整・保存しているか。 

８ 消費税法第５条は「１ 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」

と規定するが、指定管理者は、当該消費税納税義務者としての「事業者」であるか。 

９ 指定管理者が管理する「公の施設」に、公文書は存在するか。 

10 指定管理者が管理する以前には、各「公の施設」で行政庁の財源として収入とされ、地方財政法第３条第２項の規定により、「予

算に計上」されていた公金について、指定管理者が管理した以後にも、委任行政庁の財源として公金の収入とされ、「予算に計上」

されているか。 

11 受任行政庁としての指定管理者は、その者が管理する各「公の施設」の業務として、地方自治法第153条に基づく「普通地方公共

団体の長の権限に属する事務の一部」について、委任行政庁の「委任」を受けて行っているか。 

12 当該各「公の施設」の業務の従事者の職務行為には、国家賠償法が適用され得るか。 

13 当該指定管理者が管理する各「公の施設」の職員は、刑法第７条第１項の「公務員」であるか。 

14 当該指定管理者が管理する各「公の施設」は、刑法第７条第２項の「公務所」であるか。 

15 将棋においては、「歩」が「敵陣に侵入」という要件を満たせば「と金」に「成り」、その性格が「金」と同化する「変動をもた

らす」が、指定管理者においては、条例の「読み替え」規定により、指定管理者が、地方自治法第153条第２項の「行政庁の設置条

例」制定もなく、私的団体としての「法人その他の団体」（地方自治法第244条の２第３項）としての法的地位から、行政庁として

の「市長」等と同格の、地方自治法第244条の４の「以外の機関」である「行政庁」への「法的地位の変動をもたらす」偽装であり、

将棋においては「敵陣侵入」が「と金」変身の要件であるところ、「行政庁設置条例」制定要件を満たさないでも、同「以外の機関」
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が成立するという解釈であるか。 

16 「行政庁設置条例」制定要件は、地方自治法第４条、同法第153条、同法第154条の２、同法第155条等に基づくものであるか。 

17 行政庁が協定書で、指定管理者に「管理委託料を支払わない」とするものはあるか。 

18 全ての指定管理者は、「会計を独立」させているか。 

19 指定管理者が「会計を独立」させていないものは、何件あり、その理由は何か。 

20 行政庁が事業者として直営している「公の施設」と直営していない「公の施設」は、それぞれ何件あるか。 

21 行政庁が直営していない「公の施設」とは、事業者が行政庁から指定管理者に変わったということか。 

22 行政庁が管理していない開発道路は、何件あるか。 

23 開発道路で、行政庁が管理していない理由は何か。 

24 全ての開発道路は、国家賠償法第２条の「道路」として、同法が適用されるか。 

25 全ての開発道路について、固定資産税は、免除されているか。 

26 開発道路について、固定資産税が課税されているのは何件で、総額はいくらか。 
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